
一般廃棄物に関する指定区域（廃止済一般廃棄物最終処分場）（高松市分を除く）

市町名 町・大字 丁目・字 地　　　　　　番

香一廃－１ 平成22年3月12日 東かがわ市 引田 字中山 １８０３番
省令第12条の31
第２号

香一廃－２ 平成22年3月12日 東かがわ市 馬篠
１１９３番３の一部、１１９４番３、１１９６番２、１１９６番７の一部、１１９８番６、１１９８番７、１１９９番１、１２００番、１２０１番１、１２０１番２、
１２０１番３、１２０１番４、１２０１番５、１２０３番

省令第13条の２
第１号

香一廃－３ 平成22年3月12日
小豆郡
小豆島町

坂手 字大手城 乙１６８８番１、乙１６８８番２、乙１６８８番３、乙１６８８番４、乙１７２４番１、乙１７２４番２、乙１７２４番３、乙１７２４番４、乙１７３０番２
省令第13条の２
第１号

香一廃－４ 平成22年3月12日
綾歌郡
綾川町

陶 字丸山 ９８９番
省令第13条の２
第１号

香一廃－５ 平成22年3月12日
仲多度郡
まんのう町

後山 字樋向 １１４番８、１１５番１、１１５番２、１１５番３、１１５番４、１１５番５、１１５番６、１１５番７、１１５番８、１１９番３３、１１９番５２、１１９番６１
省令第13条の２
第１号

備　考 １　所在地は、令和３年１０月２０日現在において有効な地番とする。

２　埋立地の区分の欄中「省令」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第35号）をいう。

指定番号 指定年月日

所　　　　在　　　　地

埋立地の区分


